
 

川崎市子宮がん検診連絡調整会議運営等要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１９条の

２及び健康増進法施行規則（平成１５年４月３０日厚生労働省令第８６号

）第４条の２に基づく健康増進事業であるがん検診の円滑かつ効果的な実

施を図るため、子宮がん検診連絡調整会議（以下、「会議」という。）の

運営に関し、必要な基本事項を定める。 

（目的） 

第２条 会議は、子宮がん検診の推進に関し、次に掲げる事項についての連絡

調整を行う。 

（１） 子宮がん検診の精度管理に関する事項 

（２） 子宮がん検診の実施に関する事項 

（３） その他子宮がん検診に関する必要な事項 

（委員） 

第３条 会議の委員は、別表に掲げる者に就任を依頼する。 

２ 就任期間は２年とする。ただし、就任期間中の委員交代の場合は、後任

者の任期は前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第４条 会議は、必要に応じて開催することとし、川崎市保健所長が召集する。 

２ 会議は、必要に応じて学識経験者や関係者等、第３条第１項に規定する

者以外の者を出席させることができる。 

（庶務） 

第５条 会議の庶務は、健康福祉局保健医療政策部健康増進課において処理

する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、保健所

長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年９月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



別表 (第３条関係)  

委  員 

川崎市保健所長 

公益社団法人川崎市医師会理事 

公益社団法人川崎市医師会医師 

公益社団法人川崎市病院協会理事 

私立病院医師 

市立病院医師 

 


